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―
―

昨
年
の
政
権
交
代
か
ら

９
カ
月
が
経
ち
ま
し
た
。
こ

の
間
の
民
主
党
政
権
を
ど
の

よ
う
に
評
価
し
ま
す
か
。

　

私
た
ち
歯
科
医
師
や
国
民

が
懸
命
に
訴
え
続
け
た
社
会

保
障
費
抑
制
路
線
が
撤
回
さ

れ
ま
し
た
。
診
療
報
酬
の
プ

ラ
ス
改
定
や
子
ど
も
手
当
の

創
設
な
ど
、
政
権
交
代
に
よ

っ
て
前
向
き
な
変
化
が
一
部

で
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
は

自
公
政
権
に
は
考
え
ら
れ
な

か
っ
た
こ
と
で
、
運
動
の
大

き
な
成
果
で
す
。

　

一
方
で
民
主
党
政
権
は
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
廃
止

を
先
送
り
し
、
新
制
度
で
は

　

民
主
党
政
権
へ
の
評
価
や
社
会
保
障
を
め
ぐ
る
財
源
な
ど

を
問
う
参
院
選
の
投
票
日
が
、７
月
11
日
に
迫
っ
て
い
ま
す
。

菅
新
政
権
の
発
足
や
新
政
党
乱
立
な
ど
混
迷
す
る
政
局
の
な

か
、
ど
の
よ
う
な
選
択
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。小
澤
力
政
策
部
長
に
語
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。（
新
聞
部
）

負
担
増
の
仕
組
み
を
残
し
た

ま
ま
対
象
年
齢
を
65
歳
以
上

に
拡
大
す
る
と
い
う
最
悪
の

方
向
を
出
し
て
い
ま
す
。
普

天
間
基
地
移
転
問
題
で
も
、

「
国
外
、
最
低
で
も
県
外
」

と
し
て
い
た
公
約
を
破
り
、

辺
野
古
移
設
を
決
め
ま
し

た
。「
政
治
と
カ
ネ
」
の
問

題
も
、
解
決
策
は
示
し
て
い

ま
せ
ん
。

　

肝
心
要
の
問
題
で
国
民
の

失
望
に
変
え
た
９
カ
月
で
し

た
。

―
―

歯
科
医
療
を
め
ぐ
る
政

策
を
ど
う
見
ま
す
か
。

　

特
徴
的
な
の
は
、
歯
科
医

療
危
機
打
開
を
願
う
協
会
・

保
団
連
の
運
動
が
診
療
報
酬

改
定
で
歯
科
の
技
術
料
プ
ラ

ス
２
・
09
％
を
勝
ち
取
っ
た

こ
と
で
す
。
し
か
し
、
特
定

の
医
療
機
関
し
か
算
定
で
き

な
い
項
目
に
重
点
配
分
さ

れ
、
多
く
の
診
療
所
が
算
定

ー
ト
で
は
、
４
月
の
診
療
報

酬
が
前
年
同
月
と
比
べ
て

「
下
が
っ
た
」「
変
わ
ら
な

い
」
が
６
割
を
大
き
く
超
え

ま
し
た
。
と
り
わ
け
、
明
細

書
加
算
や
文
書
要
件
強
化
な

ど
へ
の
「
反
対
」
の
声
が
大

で
「
医
療
給
付
費
の
適
正

化
」
が
声
高
に
叫
ば
れ
、
医

療
機
関
へ
の
審
査
・
指
導
強

化
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
個
別

指
導
８
０
０
０
件
と
い
う

〝
数
値
あ
り
き
〞
で
、「
返

還
」
の
強
要
と
萎
縮
診
療
に

参
院
選

参
院
選

歯
科
医
療
の
争
点

歯
科
医
療
の
争
点政

治
の
中
身
変
え
る
選
択
を

消
費
税
率
10
％
で
医
院
負
担
６
倍
超

医
療
費
抑
制
策
を
継
続

医
療
費
抑
制
策
を
継
続

期
待
に
背
き
、
鳩
山
内
閣
は

退
陣
に
追
い
込
ま
れ
ま
し

た
。
首
相
が
辞
任
し
た
か
ら

と
い
っ
て
、
自
動
的
に
問
題

が
解
決
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
国
民
の
期
待
を

よ
る
医
療
費
抑
制
策
と
し
て

打
ち
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

来
年
４
月
か
ら
新
た
に
電

子
レ
セ
プ
ト
請
求
が
義
務
付

消
費
税
増
で
法
人
減
税

消
費
税
増
で
法
人
減
税

―
―

菅
新
政
権
は
「
強
い
社

会
保
障
を
つ
く
る
」
こ
と
を

打
ち
出
し
て
い
ま
す
。

　

菅
氏
は
、
前
政
権
の
副
総

理
で
、
普
天
間
基
地
移
設
問

題
な
ど
で
公
約
違
反
に
加
担

し
ま
し
た
。
財
務
大
臣
と
し

て
、
今
年
度
の
予
算
編
成
で

社
会
保
障
費
の
増
額
幅
を
圧

縮
さ
せ
た
中
心
人
物
で
す
。

　

「
強
い
社
会
保
障
」
の
財

源
を
消
費
税
に
求
め
、「
強

い
経
済
」
と
称
し
て
財
界
が

要
望
す
る
大
幅
な
法
人
税
減

税
を
提
言
し
て
い
ま
す
。

　

消
費
税
が
導
入
さ
れ
た
１

９
８
９
年
度
か
ら
２
０
１
０

年
度
ま
で
に
、
国
民
が
納
め

た
消
費
税
額
は
約
２
２
４
兆

円
で
す
。
一
方
で
、
89
年
度

と
比
較
し
た
法
人
税
の
減
収

額
の
累
計
は
２
０
８
兆
円

（
図
１
）。
導
入
時
に
は

「
社
会
保
障
の
た
め
」
と
さ

れ
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
消

費
税
を
増
税
し
て
も
社
会
保

障
に
充
当
さ
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。

す
る
特
掲
診
療
料
が
包
括
化

や
減
算
さ
れ
た
結
果
、「
実

感
な
き
プ
ラ
ス
改
定
」
に
な

っ
て
い
ま
す
。

　

協
会
が
５
月
に
実
施
し
た

診
療
報
酬
改
定
会
員
ア
ン
ケ

き
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

自
公
政
権
に
よ
る
医
療
構

造
改
革
を
引
き
継
い
だ
も
の

と
し
て
見
過
ご
せ
な
い
こ
と

が
２
つ
あ
り
ま
す
。

　

１
点
目
は
、
事
業
仕
分
け

　

消
費
税
の
増
税
は
、
歯
科

医
院
に
大
き
な
影
響
を
与
え

ま
す
。
平
均
的
な
医
院
で
、

消
費
税
率
５
％
の
年
間
負
担

額
は
７
万
６
０
０
０
円
。
10

％
に
な
れ
ば
46
万
７
０
０
０

円
に
増
大
し
ま
す（
日
歯「
税

務
委
員
会
答
申
書
」
08
年
12

月
よ
り
）。
消
費
税
負
担
に

よ
る
家
計
の
悪
化
は
受
診
抑

制
に
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
歯

科
医
療
崩
壊
が
進
み
ま
す
。

　

財
界
は
「
日
本
の
法
人
税

は
高
い
」
と
主
張
し
て
い
ま

す
が
、
各
種
減
税
や
社
会
保

険
料
を
加
え
た
企
業
負
担
率

は
先
進
国
中
最
低
で
す
（
図

２
）。
大
企
業
に
応
分
の
負

担
を
求
め
れ
ば
、
消
費
税
を

増
税
せ
ず
に
社
会
保
障
を
拡

充
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　

昨
年
の
総
選
挙
で
民
主
党

は
〝
国
民
の
生
活
が
第
一
〞

〝
普
天
間
は
国
外
、
県
外
〞

〝
消
費
税
増
税
は
し
な
く
て

も
財
源
は
あ
る
〞
と
公
約
し

ま
し
た
。
し
か
し
、
鳩
山
政

権
の
９
カ
月
、
そ
の
後
の
菅

政
権
は
逆
の
方
向
に
進
み
出

そ
う
と
し
て
い
ま
す
。

―
―

「
第
３
極
」
と
言
わ
れ

る
新
し
い
政
党
が
次
々
と
生

ま
れ
て
い
ま
す
。

　

新
政
党
乱
立
の
背
景
は
、

国
民
の
間
で
「
民
主
も
自
民

も
ダ
メ
」
と
い
う
声
が
高
ま

っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

新
政
党
の
政
策
で
共
通
し

て
い
る
の
は
、
消
費
税
増

税
、
法
人
税
引
き
下
げ
、
憲

法
改
定
な
ど
、
ま
さ
に
「
構

造
改
革
」
路
線
で
あ
り
、
民

主
も
自
民
も
新
政
党
も
本
音

は
同
じ
で
す
。

社
会
保
障
展
望
し
投
票
を

社
会
保
障
展
望
し
投
票
を

―
―

参
院
選
の
一
番
の
争
点

は
ど
こ
に
あ
り
ま
す
か
。

　

「
構
造
改
革
」
政
治
の
な

か
で
、
労
働
者
の
34
・
１
％

が
非
正
規
雇
用
を
余
儀
な
く

さ
れ
、
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
は

３
年
連
続
で
１
０
０
０
万
人

を
超
え
ま
し
た
。
生
活
保
護

世
帯
は
昨
年
、
１
３
０
万
の

過
去
最
高
を
記
録
。
貧
困
と

格
差
の
拡
大
が
止
ま
り
ま
せ

ん
。
こ
の
10
年
で
大
企
業
の

経
常
利
益
が
15
兆
円
か
ら
32

兆
円
に
増
え
た
一
方
、
雇
用

者
報
酬
が
２
７
９
兆
円
か
ら

２
６
２
兆
円
に
大
き
く
落
ち

込
み
ま
し
た
。

　

昨
年
の
総
選
挙
で
「
国
民

の
生
活
が
第
一
」
を
掲
げ
た

民
主
党
に
国
民
は
期
待
し
ま

し
た
。
し
か
し
今
、
民
主
党

は
そ
の
旗
を
降
ろ
し
て
い
ま

す
。
民
主
党
政
権
は
、
国
民

の
声
よ
り
も
ア
メ
リ
カ
や
財

界
の
声
に
耳
を
傾
け
、「
構

造
改
革
」
路
線
に
再
度
舵
を

切
り
直
し
ま
し
た
。

　

参
院
選
で
は
、
新
自
由
主

義
「
構
造
改
革
」
路
線
へ
の

傾
倒
を
許
さ
ず
、
政
治
の
中

身
を
変
え
る
選
択
が
私
た
ち

に
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

―
―

歯
科
医
療
改
善
を
実
現

さ
せ
る
に
は
、
選
挙
に
ど
う

臨
め
ば
い
い
で
す
か
。

　

協
会
・
保
団
連
は
、
選
挙

を
節
目
に
①
社
会
保
障
充
実

を
基
盤
と
し
た
福
祉
国
家
路

線
へ
の
転
換
②
す
べ
て
の
国

民
に
受
診
と
治
療
の
機
会
を

保
障
す
る
こ
と―

―

を
目
指

し
て
い
ま
す
。
医
療
・
歯
科

医
療
崩
壊
を
食
い
止
め
る
た

め
に
は
、
診
療
報
酬
の
10
％

以
上
の
引
き
上
げ
が
欠
か
せ

ま
せ
ん
。
同
時
に
、
誰
も
が

安
心
し
て
治
療
を
受
け
ら
れ

る
よ
う
患
者
窓
口
負
担
の
引

き
下
げ
や
高
す
ぎ
る
国
保
料

の
軽
減
が
緊
急
に
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

各
政
党
の
政
策
で
は
、
協

会
・
保
団
連
の
要
求
に
沿
っ

た
内
容
が
目
に
付
く
こ
と
が

多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
私
た

ち
の
運
動
や
世
論
で
、
社
会

保
障
充
実
を
政
策
に
取
り
入

れ
な
け
れ
ば
国
民
の
支
持
が

得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が

浸
透
し
て
き
た
結
果
で
す
。

（
表
）
を
見
る
と
、
共
産
党

の
政
策
と
の
一
致
点
が
多
く

現
れ
て
い
ま
す
。

　

参
院
選
は
、
医
療
・
福
祉

を
大
切
に
す
る
国
づ
く
り
に

抜
本
転
換
す
る
最
大
の
チ
ャ

ン
ス
で
す
。
今
後
の
あ
る
べ

き
社
会
保
障
、
歯
科
医
療
を

展
望
し
て
、
投
票
し
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

け
ら
れ
ま
し
た
。
こ

れ
に
伴
い
、
明
細
書

発
行
や
レ
セ
プ
ト
の

算
定
日
記
載
が
義
務

化
さ
れ
ま
す
。

　

２
点
目
は
、
行
政

刷
新
会
議
の
「
規
制

・
制
度
改
革
に
関
す

る
分
科
会
」
で
す
。

自
公
政
権
時
の
「
構

造
改
革
」
の
中
枢
で

民　

主

自　

民

公　

明

共　

産

社　

民

国　

新

み
ん
な

新　

改

た
ち
あ
が
れ

日　

創

診療報酬を引き上げる ○ ○ △ ○ ― △ ― ― △ △
後期高齢者医療制度を即時廃止する △ × ― ○ ○ ― △ ― ― ―
患者窓口負担を軽減する ― △ ― ○ ― ○ ― ― ― ―
消費税を引き上げない ― × △ ○ ○ ― ― × × ×
法人税を引き下げない × × × ○ ○ ― × × × ×
普天間基地を無条件撤去する × △ △ ○ △ △ △ ― △ ―

（表）各政党の参院選公約・政策から評価

あ
る
規
制
改
革
会
議
を
そ
の

ま
ま
引
き
継
い
だ
も
の
で

す
。
18
日
に
は
「
対
処
方

針
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
、

「
保
険
外
併
用
療
養
の
拡
大
」

が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

公
約
で
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
並
み

の
医
療
費
増
を
掲
げ
な
が

ら
、
自
公
政
権
時
代
と
同
じ

医
療
費
削
減
路
線
を
引
き
継

い
で
い
ま
す
。

協会副理事長・政策部長　小澤　力氏

各党マニフェスト等から協会政策部作成

図１　法人税減税に消えた消費税

（注）国・地方とも08年度までは決算額、09年度は国は補正後見込み額、地方は当初計画の
　　見込み額、10年度は予算見込み額。法人3税は法人税、法人事業税、法人住民税
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